
第３ 入札形式で行う公有財産売却の手続き 

 

本ガイドラインにおける入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいま

す。この登録は、一度しか行うことができません。 

    

１ 公有財産売却への入札  

(1) 入札  

入札保証金の納付が完了したログインIDでのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可

能です。一度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできませんので、ご

注意ください。 

(2) 入札をなかったものとする取り扱い 

長野市は、地方自治法施行令第167条の4第1項などに規定する一般競争入札に参加で

きない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものと

して取り扱うことがあります。 

   

２ 落札者の決定  

(1) 落札者の決定  

入札期間終了後、長野市は開札を行い、売却区分（公有財産売却の財産の出品区分）

ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格（最低落札価格）以上で

かつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が

複数存在する場合は、くじ（自動抽選）で落札者を決定します。なお、落札者の決定に

当たっては、落札者のログインIDに紐づく会員識別番号を落札者の氏名（名称）とみな

します。  

ア 落札者の告知  

落札者のログインIDに紐づく会員識別番号と落札価格については、売却システム

上に一定期間公開します。  

イ 長野市から落札者への連絡 

落札者には、長野市から入札終了後の入札確定日時以降に、あらかじめログインID

で認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信し

ます。また、不動産で共同入札者が落札者となった場合は、代表者にのみ落札者とし

て決定された旨の電子メールを送信します。 

長野市が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更や

プロバイダの不調などの理由により到着しないために、長野市が落札者による売払

代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場合、その原因が

落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、入札保証金もしくは契約保証金

を没収し、返還しません。 



(2) 落札者決定の取り消し  

入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。こ

の場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則

返還しません。  

   

３ 売却の決定  

(1) 落札者に対する売却の決定  

長野市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより、契約締結に関する案内を行

い、落札者と契約を交わします。 

不動産の契約の際には、長野市より売買契約書及び長野市が指定する関係書類（「入

札保証金の契約保証金への充当について」、「契約保証金の売買代金への充当について」）

を送付しますので、長野市が指定する内容等に沿って、売買契約書及び関係書類を長野

市に提出してください。なお、自動車および動産の場合は、書類「入札保証金の売買代

金への充当について」の提出が必要です。 

 

ア 売却の決定金額  

落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。  

イ 決定金額における消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行われ

る取引を課税の対象としています。不動産の土地は消費に負担を求める税としての

性格から課税の対象としてなじまないため、決定金額には消費税及び地方消費税相

当額は課税されません。ただし、土地付き建物については、建物のみ決定金額に消費

税及び地方消費税が別途加算されます。なお、自動車・動産の場合には、決定金額に

消費税及び地方消費税が含まれているものとして扱います。 

ウ 落札者が契約を締結しなかった場合 

落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札

保証金は返還しません。 

(2) 売却の決定の取り消し  

落札者が契約締結期限までに契約しなかったときや売払金額の残金を納付期限まで

に納付されなかった場合および落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で18歳未

満の方など公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。こ

の場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札

保証金は返還されません。  

 

４ 売払代金の残金の納付  

(1) 売払代金の残金の金額  



売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した入札保証金または契約保証金（契約

保証金に充当した入札保証金）を差し引いた金額となります。 

(2) 売払代金の残金納付期限について 

落札者は、売払代金の残金納付期限までに長野市が納付を確認できるよう売払代金

の残金を一括で納付してください。 

売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転

します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付をされなかった場

合、事前に納付された入札保証金、もしくは契約保証金を没収し、返還しません。 

(3) 売払代金の残金の納付方法  

売払代金の残金は、長野市が発行する納付書により納期限までに納付してください。

なお、売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。また、売払代

金の残金納付期限までに長野市が納付を確認できることが必要です。 

   

５ 入札保証金の返還  

(1) 落札者以外への入札保証金の返還  

落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。なお、公有財産売

却の参加申込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終

了後となります。  

入札保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。 

ア クレジットカードによる納付の場合 

SBペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された入札保証

金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引落しを行いません。  

ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期など

の関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場

合がありますので、ご了承ください。 

イ 銀行振込（納付書払い）による納付の場合（不動産のみ） 

入札保証金の返還方法は、申込書による申込者が指定する銀行口座への振込のみ

となります。申込者（入札保証金返還請求者）名義の口座のみ指定可能です。共同入

札の場合は、仮申込みを行った代表者名義の口座のみ指定可能です。なお、入札保証

金の返還には、入札期間終了後１箇月程度要することがあります。 

 


